
北海道選挙管理委員会告示第 16 号 

 平成27年北海道選挙管理委員会告示第９号（個人演説会等の施設の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和７年６月11日 

 

北海道選挙管理委員会委員長  大 崎 誠 子  

 

 

「同 同     南11条西10丁目 曙会館 同 116 100」 を 

「同 同     南11条西10丁目 曙会館 同 119 66」に 

「平７.２.23 同  東区北９条東５丁目 鉄東会館 鉄東地区連絡協議会 164 165」 を 

「平７.２.23 同  東区北９条東５丁目 鉄東会館 鉄東地区連絡協議会 164 135」 に 

「同 同    伏古３条４丁目２－13 ふしこ集会所 札幌市長 129 100」を 

「同 同    伏古３条３丁目１ 伏古集会所 札幌市長 72 40」に 

「平８.５.22 同  白石区本通１丁目南 白石会館 札幌市長 144 120 

同 同     本通13丁目南 東白石会館 同 153 120 

同 同     東札幌２条４丁目 東札幌会館 同 198 150」を 

「平８.５.22 同  白石区本通１丁目南 白石会館 白石会館運営委員会 144 120 

同 同     本通13丁目南 東白石会館 東白石会館運営委員会 153 120 

同 同     東札幌２条４丁目 東札幌会館 札幌市長 198 150」に 

「同 同     本通18丁目南 白石東会館 同 162 90 

同 同     北郷３条12丁目 北都地区会館 同 166 180」を 

「同 同     本通18丁目南 白石東地区会館 白石東地区会館運営委員会 128 75 

同 同     北郷３条12丁目 北都地区会館 北都地区会館運営委員会 126 150」に 

「同 同     西岡４条５丁目 にしおか会館 同 123 120」を 

「同 同     西岡４条５丁目 にしおか会館 同 123 100」に 

「同 同     平岡７条３丁目 平岡地区会館 同 257 220」を 

「同 同     平岡７条３丁目 平岡地区会館 同 257 126」に 

「同 同  上帯広町西１線73番地157 帯広市上帯広農業センター集会室 同 97 80」を 

「同 同  上帯広町西１線73番地19 帯広市上帯広農業センター集会木工室・会議室 同 122 81」に 

「平18.２.20 同  泉町１丁目３番22号 北見芸術文化ホール（中ホール） 協同組合日専連北見理事長 468 420」を 

「平18.２.20 同  泉町１丁目３番22号 北見芸術文化ホール（中ホール） 株式会社日専連ニックコーポレーション代表取締役 468 420」に 

「平24.９.11 同  常盤町２丁目１番10号 北見市民会館（大ホール） 協同組合日専連北見理事長 968 1450」を 

「平24.９.11 同  常盤町２丁目１番10号 北見市民会館（大ホール） 株式会社日専連ニックコーポレーション代表取締役 968 1450」に 



「平25.５.９ 同  常盤町２丁目１番10号 北見市民会館（１号室） 協同組合日専連北見理事長 128 120」を 

「平25.５.９ 同  常盤町２丁目１番10号 北見市民会館（１号室） 株式会社日専連ニックコーポレーション代表取締役 128 120」に 

「同 同     大川１丁目２番17号 大川コミュニティセンター 同 209 200 

同 同     字鶴野248番地の３ 鶴野会館 鶴野町内会長 180 150」を 

「同 同     大川１丁目２番17号 大川コミュニティセンター 同 209 200」に 

「同 同     字上軍川808番地 軍川振興会館 軍川親交連合会長 165 150 

同 同     本町４丁目８番１号 本町地域センター 七飯町長 108 100」を 

「同 同     字上軍川808番地 軍川振興会館 軍川親交連合会長 165 150」に 

「平29.５.１ 同     字鶴野229番地２ 鶴野地域センター 七飯町長 347 300 

平31.３.１ 同     字中島144番地１ 大中山地域体育官 七飯町教育委員会教育長 750 650」を 

「平29.５.１ 同     字鶴野229番地２ 鶴野地域体育館 七飯町教育委員会教育長 347 300 

平31.３.１ 同     字中島144番地１ 大中山地域体育官 同 750 650」に 

「同 同      字汐吹184番地の１ 汐吹生活館 同 110 150 

同 同      字小砂子80番地 小砂子へき地保健福祉館 同 86 110」を 

「同 同      字汐吹184番地の１ 汐吹生活館 同 110 150」に 

「令４.３.１ 同      字大留244番地92 大留地区複合施設 同 134 130」を 

「令４.３.１ 同      字大留244番地92 大留地区複合施設 同 134 130 

令７.４.１ 同      字小砂子163番地の２ 小砂子地区集会施設 上ノ国町長 66 80」に 

「同 同     字清水第４線59番地 清水町農業研修会館 ＮＰＯ法人清水町体育協会理事長 288 350」を 

「同 同     字清水第４線59番地 清水町農業研修会館 株式会社ソルプレーサ・イノベーションズ代表取締役 288 350」に 

「平27.３.25 同     太田５の通り21番地22 太田活性化施設 太田自治会長 378 250」を 

「平27.３.25 同     太田５の通り21番地22 太田活性化施設 太田自治会長 378 250 

令７.５.７ 同     末広85番地１ 末広地区集会所 厚岸町長 25 16」に 

改める。 


